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はじめに
                                                

　「他者とのかかわり方が和合的にしろ対立的にしろ，共振がおこるとき，共有の〈場〉が生成する。同じ
ことは思考についてもいえるだろう。思考は問われているものごとについて，共振しつつ問いかつ答える行
為である。･･･思考もまた，他者と共有する具体的な思考場を源泉として発生する」
　哲学者の市川 浩は，思考が思考場という他者との相互関係の場に関係していると述べている。1） 

　過日小学校の社会科授業を参観する機会を得た。
　１つ目の授業では，授業開始と共に，教師が「この前の時間は何について学習しましたか」「そうですね,

○○について学習しましたね」「そこで，今日の学習問題は『○○について考えよう』です」「ノートに書き
ましょう」と立て続けにほぼモノローグな発話からスタートした。また，新しい単元のスタート場面の授業
では，教師が「教科書○○ページの図を見てください」「何が書いてありますか」「何か気がつくことはあり
ませんか」「そうですね，たくさん見つけることが出来ましたね」「そこで，この学習では，○○について考
えていくこととします」と，実にすんなりと学習展開案に明示した通りの学習課題を設定した。
　しかしながら，問題の端緒がここにある。前述したように，一見してスムーズでかつ学習展開案に忠実に
展開され，設定された学習問題及び学習課題2）が，一人ひとりの子どもたちにとって真に解決したい切実な
願いや想いに寄り添った内容になっているかということである。敷衍していうと，学習問題および学習課題
の多くが「教師の言葉によって語られ設定された」ものであって，教材を介した言語的相互作用の場におけ
る「子どもたちの言葉として語られたもの」ではないということである。
　思考について，ヴィゴツキーは「思考は，新しいあるいは難しい環境の諸要素の衝突に基づく一定の障害
に対する解答として発生する」と述べているが，前述した学習展開における子どものたちの発話には，環境

（多くの場合教材）との衝突によって生じた障害と，子どもたち一人ひとりに内在する疑問や問題意識との
衝突が起きているとはいえない。敷衍すると，そこに思考が発生しているのかという問題である。
　彼は「環境が私たちの行動に新しい組み合わせや反応，活動の素早い改造を何らかの予想せぬ新しい結合
を私たちの提示する時には，行動のある予備段階としての思考，経験のより複雑な形態の内的組織としての
思考，その心理学的本質は結局のところ行動が解決すべき基本的目的に応じてたくさんの可能的反応の中か
ら唯一必要な反応を選択することを意味する思考が発生する」というのである。3） 

　その意味において，この様な学習展開において，子どもたちの学習問題や学習課題は，自らの思考の発生
に基づくものではなく，教師によって与えられた若しくは語られたことばとしての学習問題や学習課題であ
り，バフチンの言葉を借りると正に権威的な言葉に対する機械的かつ受動的な反応なのである。
　本論では，社会科学習の問題解決的な学習プロセスにおける，問題（課題）設定過程での環境（ひと・も
の・こと）と，子どもたちの相互作用の場（思考場）における発話を，ヴィゴツキーの文化－歴史的理論お
よび動機づけなどに関する知見などに基づき分析し，環境の諸要素の衝突に基づく一定の障害に対する解答
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としての思考が発生する過程，すなわち，子どもたちの言葉として語られる学習問題および学習課題の形成
過程について考察していく。

１　心理的道具としての言葉

　心理的道具としての言葉の被媒介性に関わって柴田（2006）は「人間に固有な心理学的特質は，人間の活
動のなかに中間的媒介物（主として言語）が入ることによって自然的・直接的な心理過程が間接的な過程に
転化することから生じる」4）という。そして，この様な間接的な心理機能は，人間に生来的なものとしてで
はなく，他者との協同活動を介して発生するのであり，人間の知的活動（=精神活動）が社会文化的諸変数
との交絡によって創られるとしている。
　右図は，ヴィゴツキーが『精神発達の理論』において，
高次精神機能の分析に使用した図を基に，柴田の知見を参
考にしながら作成したものである。5）Ａ【人間の頭脳】と
Ｂ【現実刺激・事物・事象】との要素的結合は，Ａ－Xお
よびＢ－XというX【心理的道具である言語】を媒介とし
た要素的結合による心理過程における新しい単位として
統合されるということである。そしてこの心理的道具とし
てのXが「意味づけられた言葉」として発現するというこ
とである。
　また，ここでの心理学道具として彼は「記数法や計算の
さまざまな形式，記憶術のための諸工夫，代数記号，芸術
作品，文字，図式，図表，地図，設計図，そしてあらゆる
種類の記号」6）をあげているが，教授－学習においては環
境（ひと・もの・こと）を表していると捉えている。 

　さらに，この様な心理機能は，個々の人間に生来的に備わっているのではなく，人々との協同活動として
のコミュニケーションの過程で確立されていくのであり，換言すると，思考場のように他者との相互作用が
十分に担保された場において機能するということであろう。したがって，他者との相互作用が十全に機能し
ていなければ，彼がいうところの「ことばの最初の機能としてのコミュニケーションの機能」や「何よりも，
社会的交流の手段であり，発話と理解の手段である」などの言葉の働きが十全に機能することは少ないので
ある。
　前述した小学校での授業場面がまさにこれにあたるのである。
　それは，彼の「単語の意味が思考の単位であると同時にことばの機能における単位である」との知見から
も容易に想像のつくことである。7） 教授－学習においては，先ずはコミュニケーションの質，つまり対話を
基本とする相互作用の質が重要となる。それは，子どもたちが，ことばを媒介として現実社会を構成する〈ひ
と・もの・こと〉と関わりあう際に，子どもたちの思考は，現在の発達水準としての単語の語義への意味づ
けが対話的相互作用によって，他者によって個々に意味づけられたり，すでに，一般化されている社会的言
語などを媒介としたコミュニケーションの場において，自らのことばの意味づけに対する初歩的な一般化か
らより高次の一般化へと，つまり生活的概念から科学的概念へと発達させていくのであり，この様な言語的
思考による言語場（市川のいうところの思考場）が確保されていなければならないのである。

２　問題解決的な学習と発達の最近接領域

　ヴィゴツキー（2001）は「科学的概念は生活的概念よりも，より高い自覚水準」であるとの分析を通して
発達における教育の主導的役割について言及しているが，それは次の知見によっても明確に示されている｡

「教授過程に適当なプログラム教材が存在した場合には，科学的概念の発達は，自然発生的概念の発達を追
い越す」8）｡ 彼は，学習を構造的，意味づけの過程として理解し，教授と発達との関係について，「教授は



35教材は語る

発達につづいて進むだけでなく，発達と歩調を一つにするだけでなく，発達の前を進み，発達を前へ進めた
り，発達のなかに新しい形式をよびおこすことができる」9） と考えていたのである。
　この点を象徴的に表した知見が「発達曲線は学校の教育課程（プログラム）の進行の曲線には一致しない。
その場合，教授は，基本的には発達の前を進むのである」10） 。
　しかしながら，この知見の意味するところは，けっして旧態依然の教師が前面に出た，いわゆる教師主導
の教授－学習を指しているのではなく，「生活的概念から科学的概念への発達」を促進する教師の足場かけ

（scaffolding）による教授－学習の創造であると捉えている。
　例えば，中村（2004）は，最近接発達の領域を学校における教授過程と，その下での子どもの思考の発
達との関係にふれ「ヴィゴーツキーの文化－歴史的理論では，様々な高次心理機能の発達の最も中心に位置
するものは，概念的思考である。内言に媒介された言語的思考が複合の段階から概念の段階へと発達し，そ
れに基づいて他のすべての心理機能が再編成され，文字通り高次な心理機能へと転換していくのである」11）

と述べているが，これは，科学的概念に媒介された概念的思考がもたらす新しい総合的な機能は，心理過程
そのものの自覚的・随意的機能として発達していくのであり，学齢期における科学的知識の教授と子どもに
よるその習得としての学校教育の重要性を示唆しているものである。したがって，ここでの教師の足場かけ

（scaffolding）は，概念の発達を促進するもの，つまり，心理的道具（=言葉）として機能するものでなけれ
ばならないと捉えている。敷衍していうと，単に技術的な道具としてのコンピュータやメディア媒体を介す
る客観的な事例情報とのであいというのではなく，心理および行動にたいする働きかけの手段としての心理
的な道具とのであいであり，同時に刺激とのであいが重要となるのである。
　ヴィゴツキー（1987）は，教育に関する心理的道具の機能について「教育は，子どもの人為的な発達と定
義されうる。教育は，発達の自然的過程の人為的な統御である。教育は，たんに発達のあれこれの過程に影
響を及ぼすだけでなく，行動のあらゆる機能をまさに本質的な仕方で再構成する」12） 

　つまり，学校の教育課程（プログラム）全般は，発達の自然的過程への心理的道具を媒介とした意味にお
ける人為的統御を意味しているのである。
　したがって，ヴィゴツキー（2001）の「教師と子どもとの体系的協力－その過程で子どもの高次の精神機
能は大人の援助や参加のもとに成長する－という独自な形式をとった教育的条件のなかで進行する」13）と
の知見における「体系的協力」とは，あくまでも，教授－学習における，単語の語義への意味づけという心
理的道具を媒介とした人為的統御という範疇における足場かけ（scaffolding）をいうのである。なぜならば，
概念はけっして記憶による獲得や，暗記による習得によって形成されるものではなく，複雑な真の思考活動
としての一般化であるからである。筆者は，この体系的協力における人為的統御の具体的な姿として，子ど
もたち自身が現実社会を構成する〈ひと・もの・こと〉との対話的相互作用を介した思考活動を促進する教
授－学習の創造であると捉え，問題解決的な学習過程としての具現化に取り組んできた。その際，個々の事
例情報をもとに現実社会を構成する〈ひと・もの・こと〉との対話的相互作用による単語の語義への意味づ
けとしての社会認識を形成することを可能とした「帰納的推論（Inductive Inference）14）」を援用した。帰納
的推論に基づく問題解決的な単元構成の概要は以下の通りである。

【①】事実の獲得

　子どもたち一人ひとりの生活的概念は，これまでの生活経験や既習の取り組みなどの差異によって意
味づけられている。いわゆる，社会的営みの差が社会事象の意味づけの差異として発現するのである。
社会認識とは，現実社会を構成する〈ひと・もの・こと〉への「できごとの把握」としての事実認識で
あると共に，「できごととできごとの関係性の把握」としての社会構造的な関係性の把握である。　
　したがって，ここでの事実の獲得は，子どもたちの生活的概念の差異に基づいた多様な視点からの事
例情報とのであいが重要となる。そのであいは，子どもたち一人ひとりの生活的概念の差異を明らかに
しつつ，多様な単語の語義への意味づけとのであいを媒介とした単語の語義への意味づけの変革を可能
にする有意味な刺激となるのである。
　このことは，ヴィゴツキー (2002)が子どもの創造的な複合化活動についてふれた「想像力による創造
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活動は，人間の過去の経験がどれだけ豊富で多様であるかに直接依存している」15)との知見にみられる
通りである。彼は，この文脈において，一つの教育学的な結論として，「子どもがみたり，聞いたり，
体験したりすることが多ければ多いほど，また子どもが知ったり，学んだりすることが多ければ多いほ
ど，さらに自らの経験として現実の要素を多く持っていればいるほど，他の条件が同じであるならば，
子どもの想像活動はより有意義で，生産的になる」と述べている｡
　このことからも，個々人の生活的概念を裏づける社会事象とのであいの豊富さが，子どものイメージ
をより豊かにしていくと共に，社会的営みの差が単語の語義への意味づけの差異を拡張させるのである。
したがって，教授-学習における事実の獲得では次の点が重要になると考える。
○ 個々人の生活的概念の差異を明らかにする教材(情報)とのであいを介して個々人の位相を明らかに

し，自己の位置や立場を自覚化させる。                        

○ 同じ学びという解釈共同体において同一の事実とのであいを介して個々人の学びの文脈を擦り合わせ
る。

○多様な視点からの事実とのであいを介して個々人の生活的概念の拡張を図る。
○ 固定的な言語命題の示唆ではなく，多様な視点からの対話的相互作用が展開できる教材(情報)とので

あいを確保する。

【②】仮説の帰納

　仮説は個々人の生活的概念から派生する単語の語義への意味づけの差異と，現実社会を構成する〈ひ
と・もの・こと〉とのであいによって帰納される。したがって，仮説の帰納においては次の点が重要になる。
①仮説は何通りも生成可能であるので複線的な追究活動を保障する。
②目標や学びの文脈に寄りそったものでなければならない。
③内発的な動機によって支えられているものでなければならない。

【③】仮説の検証

　仮説に基づく一定の結論を観察事実と照らし合わせその蓋然性を評価する場である。したがって，仮
説の帰納においては次の点が重要になる。
① 事例情報や観察事実によって，仮説の修正，または，棄却による新たな仮説の生成が行われることも

ある。
② 検証過程における事例情報については過剰一般にならないよう，反証も含めて多様な視点からの事例

情報の入手が必要である。

【④】ふりかえり

　メタ認知活動を用いて多面的で総合的な判断を下しながら個々人が形成した社会認識の妥当性を吟味
していくことで，社会的態度や社会的行動への素地を培う。具体的な場面としては互いの追究結果の交
流会や関係者を含む報告会などによる相互作用の場が重要となる。

　　以上の様な，帰納的推論を基底とした問題解決的な学習過程をみていくと【①事実の獲得】場面におけ
る子どもの発話には，多くの場合次の様な傾向が認められる。
①この段階では自分たちの生活経験や既習の取り組みの事実に基づいた複線的な文脈にしたがって意味づけ
　られている
②この段階では純粋に具体的で事実的な結合による意味づけにとどまっている
　これらの事実的特徴は，ヴィゴツキー（2001）の「生活的概念の発達の趨勢は一定の体系無しに進み一般
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化へと上昇する」16）や「生活的概念の弱点は，抽象化のできないこと，それらを随意に操作できないこと」
17）などの生活的概念に関する知見に合致することを意味している。
　彼は，生活的概念と科学的概念の心理学的本性における差異について「完全に決定する中心点を，あらか
じめ公式化することができる。この中心点をなすのは，体系の有る無しである。・・・体系の外にある概念
においては，対象そのもののあいだに設けられる結合，すなわち経験的結合のみが可能である・・・体系と
ともに，概念と概念との関係，他の諸概念との関係を通したある概念の対象に対する間接的関係が発生する。
すなわち，概念の対象に対するまったく異なった関係が発生する。概念のなかに，超経験的結合が可能とな
るのである」18）として，両概念の差異を体系性の有る無しとして規定している。
　事実，体系化に至る道筋において，子どもたち一人ひとりの生活的概念として存在する固有の意味づけか
ら派生した差異は，複線的な追究の道筋を構成する。その道筋の中で，授業における共通の事例情報とので
あいを介して新たに意味づけられ概念はより高次な一般化へと発達するわけであるが，元々の生活的概念に
おいて一部共通したり類似したりするもの同士の部分的な融合はあるとしても，共通の事例情報とのであい
を介した個々の意味づけが完全に一致することはまず起きないのである。
　したがって，社会事象の【できごとの把握】は，社会的言語などの解釈として稀に一致する場合もあるが，【で
きごととできごとの関係性の把握】という，生活的概念としての差異を基底とした一般化によって形成され
る社会認識は，一字一句同一の言語命題に収束する必要もなく，端からその可能性は限りなく無に近いので
ある。もし，それを可能にする学習方略があるとすれば，それは伝統的な知識観に基づく言葉主義的でなお
かつ注入主義的な学習方略以外の何ものでもないのである。
　言い換えれば，前述した事例に見られる様な，子どもの言葉によって語られたものではなく，教師によっ
て語られ提示された，子どもたちの学びの文脈とはなんら脈絡を持たない固定化した言語命題としての知識
の習得となるのである。
　学習を特徴づける最近接領域に関して，ヴィゴツキー（2003）は，「教授・学習の本質的特徴は，教授・
学習が発達の最近接領域を創造するという事実にある。すなわち，いまは子どもにとってまわりの人たちと
の相互関係，友だちとの協同のなかでのみ可能であることが，発達の内的過程が進むにつれて，のちには子
ども自身の内的財産となる一連の内的発達過程を子どもに生ぜしめ，覚醒させ，運動させるという事実にあ
る」19）とあるように，一連の内的発達過程を介して子どもたちの生活的概念は科学的概念へと発達してい
くのである。
　確かに彼は「教授は基本的には発達の前を進むのである」20）との知見に見られる通り，子どもの教授－
学習に関して，教育の主導性を強調している。しかしながら，ヴィゴツキーの文化－歴史的アプローチにお
いては「教授の過程というものがここにある。それは，自分自身の内部構造，順次性，展開の理論をもつ。
その教授をうける一人一人の生徒の内部，その頭のなかには，学校教育の過程でよび起こされ，動き出す，
しかし自分自身の発達の理論をもった過程の内部的地下網の様なものがある。学校教育の心理学の基本的課
題の一つは，これの教授の過程でよび起こされる発達過程の内部的理論，内部的進行を明らかにすることで
ある」21）と高次精神機能の発達にかかわる教授－学習の役割を強調しているのである。そしてこの発達過
程の内部的理論が最近接領域について，次のように規定している。
「子どもの発達の最近接領域は，自主的に解決される問題によって規定される子どもの現在の発達水準と，
おとなに指導されたり自分よりも知的な仲間と協同したりして子どもが解く問題によって規定される可能的
発達水準とのあいだのへだたりのことです」22） 

　子どもたちの生活的概念は，現実社会を構成する〈ひと・もの・こと〉とのやりとり，つまり連続する社
会事象についての意味づけを介して社会認識へと発達していくのである。23）これを，日々の子どもたちの
教授－学習に重ね合わせると，例えば１年間または数年という長期的なスパンで形成される場合もあれば，
それが１学期間であったり，１単元であったりもする。
　したがって学びにおける認識の発達とは【現在の発達水準】から【可能的発達水準】へと連続する学びの
文脈によって支えられたものであり，１単位時間レベルにおける【現在の発達水準】から【可能的発達水準】
への移行の連続によって構成されているのである。ただし，その場合認識の発達は決してストレートに移行
するのではなく，概ねスパイラルな発達過程をとる。
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　右図は，発達の最近接領域と学びの展開のイメージ図であ
る。
1  単元全体は連続する問題意識に媒介されて，現在の発

達水準から可能的発達水準へと移行していく。したがって，
教授－学習開始時における個々人の持つ生活的概念は，単元
全体を貫く連続する問題意識に支えられながら，何度も意味
づけを繰り返しながら単元終了時には，より高次な一般化に
よる科学的概念へと発達していくのである。したがって，本
単元終了時に形成された新たな認識内容が可能的発達水準と
なるのであり，この内容が単元目標と一致する場合，教授－
学習は概ね成功したと言えるのである。

2  は，単元全体の教授－学習を，連続する１単位時間の
学びという視点からみたものである。実線で囲まれた部分が
単元開始時である。ここでは，現在の発達水準から可能的発
達水準の移行が行われる。つまり，１単位時間終了時の可能
的発達水準は，次時の現在の発達水準と重なることを示している。したがって，次時の教授－学習では，前
時の可能的発達水準=次時の現在の発達水準から次時の可能的発達水準への移行が行われるのである。さら
に，次時の可能的発達水準=次々時の現在の発達水準となるのである。これが，１単位時間の連続する学び
の構造である。単元同士の系統性においても同様である。したがって，より低次な一般化からより高次な一
般化に至る高次精神機能の発達は，途切れることのない連続した学びによって支えられなければ成立しにく
いのであり，そのためには，単元全体を貫く問題意識（明確な動機づけ）が必要となるのである。

３　連続する問題意識を支えるもの

　「情報は好奇心の栄養」と稲垣は述べている24）。この知的好奇心という言説を考える時すぐに思いうかぶ
のが動機づけとの関連である。子どもたちの学びの文脈を，途絶えることなく連続したものとして支えてい
るのが知的好奇心であり，それは子どもたちにとって常に新たな情報を求めようとする欲求であると考える。
その意味において，本来生来的な知的好奇心を，教師と子どもの体系的協力の場としての教授－学習の場に
おいて発現させていくためには，子どもたち自身が現実社会を構成する〈ひと・もの・こと〉との対話的相
互作用を介した思考活動に向かうきっかけ（動機）が重要な鍵となるのである。
　一般的に動議づけとしては，内発的動機づけ（intrinsic motivation）と外発的動機づけ（extrinsic 

motivation）とに分類されている。前者は，興味や好奇心の様な，行動や学習自体に内在する推進力として「もっ
と知りたいから調べる」といった自己目的的な方向づけが学習では大切にされてきた。また，後者は外部か
らの報酬を得ようとしたり，罰を避けようとしたりする動機づけとして知られている25）。例えば，小学校で
よく見かけるご褒美シールが外発的動機づけにあたる。もっとも低学年において，ご褒美シールは一定の外
発的動機として効果的な場合もある。しかしながら，いつまでもこの様な外発的動機づけが続くと，子ども
の関心はご褒美やそれを獲得するための点数や序列という数値化された結果のみに向けられ，次第に本来あ
るべき自己目的的な学習とは一線を画するようになる。その意味において，ヴィゴツキーのいうところの教
育の主導性からいっても，教授－学習においては，いかにして内発的な動機づけを発現させるかが，前述し
た図【発達の最近接領域と学び】における「連続する問題意識」を支える心的情況を左右してくるのである。
いつの世も，子どもたちは自分を取り巻く環境〈ひと・もの・こと〉にたえず関心を持ち，環境との対話的
相互作用を介してこれらに働きかけ新しい刺激や情報を求めようとするものである。
　動機としての知的好奇心に関して波多野は「拡散的好奇心と特殊的好奇心」の２つに分類されるという。
前者は，情報への飢えから生じるものではっきりとした方向性を持たない。退屈や刺激の飢えによって生ま
れた“好奇心”であり“われわれの興味を拡げ，知識をバランスのとれたものにするのに役立つ”と定義し

【発達の最近接領域と学び】
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ている。後者は，自分の知識が不十分であることがわかったときに生じ，その不十分さが埋められるまでつ
づけられ，われわれの知識を深めより首尾一貫したものにしていくうえで非常に重要であるとしている。そ
して，この特殊的好奇心は，拡散的好奇心が働いて情報収集を行う際に直面する新奇性，驚き，矛盾，困惑
などが要因とされている。ただし，この特殊的好奇心は深くつっこんでいくかわりに，もっぱら受身的に動
き出す－つまり，知識の不十分さが感じられてはじめて作用しはじめるのである。
　その意味において，学びの文脈における教師の足場かけ（scaffolding）としては，意図的かつ目的的な情
報への飢えが誘発されるであいの場の設定が重要となる。敷衍すると，子どもたちが教材（情報）とのであ
いによって拡散的好奇心が働く場の目的的な設定である。ただし，この場合の目的的とは，教材（情報）と
の一問一答形式のやりとりで即座に正解が導き出されるという意味ではないことは，概念は発達するという
意味からいっても自明である。
　ここでの目的的とは，子どもたちが教材（情報）とのであいから誘発される情報に内在された，教授－学
習の目標に繋がるという意味においてであり，であいによって発現した新奇性や驚き，矛盾，困惑などの心
的情況（動機）が，学びの文脈としての連続的な問題意識を支える重要な要因となるのである。教授－学習
との関連において，稲垣は少し一般化していえばとしながら「授業の冒頭に，子どもに疑問，そして知的好
奇心をおこさせるような操作を行えばよい･･･」26）と述べているが，あくまでも教授－学習の展開を体系化
に向かう連続する１単位時間の学びとして捉えることが前提となる言説であると捉えている。
　稲垣は，知的好奇心をひきおこ
す方法について，教授－学習にお
ける教材の性格との関連で述べて
いるものを整理したものが右表で
ある。いずれも教材（情報）が思
考活動を誘発するという意味にお
いて有意味な内容である。27）

　さて，冒頭で市川の思考と思考
場に関する言説に触れたが，彼は，
知性的認識の重要な部分は記号や言語を媒介とする分別的・合理的推論として発達したといい，媒介された
認識として広義の「間接的認識」とよんでいる。例えば，これは，教授－学習において，子どもたちが社会
認識の形成を目指すために対象からの情報一般を言語を媒介とした言語的思考を介して，より高次な一般化
へと発達させていくことと重なる。
　一方で，「知覚や想像や情動をとおしてわれわれは世界をとらえ，行動する。これは，同時に（主題とし
てではないが）自己をとらえることでもある。この同時に起こる事態は，ともに反省以前の出来事であるが，
反省によってせかいとのかかわりそのものが把握される。その時のかかわりの両項として，〈対象〉と〈自己〉
が析出する」としてこのように媒介されない認識「直接的認識」と規定している。28） 

　社会科学習などにおける体験活動，とりわけ見学活動など言葉による説明がない場面が想起できる。
　例えば，子どもたちは，ケミカル工場の見学において，工場内に一歩足を踏み入れた瞬間「音（靴作りに
関する機械の音）」「臭い（鼻をつく接着剤の臭い）」「作業場の雰囲気（空気感）」などを直接的に肌で感じ
ることで，「ケミカル工場」を各自の対象として意識していくことができるのである。この場合，ここでの
意識は厳密にいうと知的認識レベルには至らないものであるが，多くの場合，情報の意味づけの拡張により
問いの発生につながるものが多く，したがって後々追究活動への動機づけとなることが多い。
　それは，追究活動おいてはいきなり言葉による理解ではなく，環境としての音に固有の偶発的要素（例え
ば，皮を鞣すための殴打音であるとか，靴底をプレスする際の音，空調のモーター音，製品がベルトコンベ
アを移動する音など）から，発生源などの諸要素を捨象していくことで，「工場音」若しくは「音」そのも
のが工場の環境として意識されていくのである。したがって，思考場における認識形成過程においては，両
者の認識がスパイラルに関わっていくことが問題の本質に迫る大切な要因となるのである。
　さらに，「これまで異質とみられていた現象が，意識されないレベルでむすびつく癒合（癒合的直観）が
方法として自覚的に用いられる場合は，異型的・異質的な事例を自由に変更する異類変更が用いられ，そ

【ａ子どもの持つ信念や先入見を利用する方法】
・子どもの持つ信念から導き出される予想に反する現象を提示する
・ 子どもの既存の信念を拡張させおのずから「矛盾」や「驚き」を感じさせる

「=外挿法」
【ｂ足ががりになる知識を与える方法】

・はじめに法則のみを提示し，定着後にあてはまらない事例の存在を与える
・ 普遍妥当性のある法則を与えるがはじめから普遍妥当性を持った法則だとは教

えない
【ｃ既存の知識のずれに気づかせる方法】

・既存の情報相互にずれがあることに気づかせて知的好奇心を引きおこす

【稲垣による知的好奇心をひきおこす方法】
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れによって，ことなった事例のあいだにある形式的あるいは内容的な共通性を浮かび上がらせる」と規定
しブレイン・ストーミングは，「異類変更のための意図的な準備体操といえよう。異類変更による癒合的直
観は，われわれが暗黙のうちに共有している自明性の枠を動揺させ，別な形式化の可能性を探るのである」
と述べている。したがって，学びの場においてはこの様な自明性の枠を動揺させる様な目的的な足場かけ

（scaffolding）が，子どもたちに共振を生起させ共有の〈場〉が生成するのである。29）

　さらに，前述した自明性の枠を動揺させる様な目的的な足場かけ（scaffolding）の場で生起する「新しい
あるいは難しい環境の諸要素の衝突に基づく一定の障害」とは，フェスティンガー（1996）の言葉を借りると，
ある種の「不協和〈dissonance〉」情況の発現であると考える。
　これは，理論的内包の少ないという意味において矛盾と同義であり，したがって，無矛盾という情況は，
協和〈consonance〉という言説で表現できる。実は，この認知的に不協和な情況がある種の動機づけとなる
というのである。彼は，この認知（cognition）という言葉を，環境に対する，自分自身に関する，自分の行
動に関する，あらゆる知識，意見，または信念という意味に用いている。子どもたちは，新しい事態や事例
とであうと，既知の知識やこれまでの経験から培ってきた行動様式や認知を駆使し理解しようとするが，受
け手の立場にいる子どもたちは全ての環境をコントロールすることは不可能なので，そこに何かしらの認知
的不協和が発現する。そしてそれは，その認知的不協和を低減若しくは回避する様な行動への動機づけとな
るというのである。
「不協和の存在は，例えば，飢えの存在が飢えを低減させる行為に導くのとちょうど同じように，不協和を
低減させる行為へと導く」
　この不協和情況から想定される子どもたちの行動は，「行動に関する認知要素を変えること」「環境に関す
る認知要素を変えること」「新しい認知要素を付加する」などがある。いずれも教授－学習において十分対
応可能なものである。ただし，低減に向かう行動を選択する際に，変化が苦痛を伴ったり損失を含んでいる
と不協和低減に向かう動機づけというよりは，むしろ不協和からの回避行動，学習においてはやる気を喪失
したり，安易に信念や認知を変更したりすることが起こりうるのである。したがって，教授－学習において
は，むやみやたらに認知的不協和の発現が予測できる環境を設定するのではなく，学びの文脈に寄り添った
連続する問題意識との対応を十分に考慮する必要がある。30）

４　分析と考察

　本論における分析対象として，筆者自身による小学校６年生の社会科単元「オキナワ2010 ～日本国憲法
の理想と現実について考えよう」の実践をとりあげる。31） 

　まず，単元目標であるが『憲法の基本理念である「民主主義」「国際平和主義」「主権在民主義」の「理想
と現実」について，オキナワの情況を照らし合わせながら，自分の身に関わりあることとして考えを表明す
ることができる』であり，これは「小学校学習指導要領」【社会(6)(1)ケ (2)アイ (3)イ】に該当する内容である。
　単元設定の意図としては，既習の取り組みで，各時代を象徴する社会事象に関する文献や歴史年表，写真
などを事例情報として，各時代のヒエラルキーや社会事象相互の歴史的因果関係について，為政者や民衆の
立場から意味づけを図ったり，長崎での平和体験学習を通して平和の尊さについて体験的に学習したりして
いる。この様な育ちを受けて，未来の主権者としての子どもたちに，平和で民主的な国家を築くためにわが
国の基本理念を定めた日本国憲法を教材として提示する。学習対象としての日本国憲法は，物的性格と同時
に人間的性格を持ち合わせており，憲法条文を単純に固定的な言語命題として学ぶだけではなく，それらの
憲法条文を支えている社会的ふるまいとしての個々人の意志決定の積み重ねを読み取り解釈していくことが
重要である。この様な読み取りを通して，日本国憲法の基本理念を解釈したり，「理想と現実」について批
判したり共感したりといった論理的思考力に支えられた主体的な態度形成および発現を目指す事とした。
　問題解決的な学習展開を意図した単元構成は以下の通りである。
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【発話記録Ⅰ】

t1 （全体を見渡しながら）今日から，日本国憲法について学習します。日本国憲法と聞いてどのような
ことをイメージしますか。（日本で一番大切な法律，憲法記念日，大切というか一番えらい，戦争を
しないと決められている，法律だからみんなが守る，民主主義，戦争に負けてつくられた，などを口々
に発する。一通り落ち着いたところで【山口判事に関する新聞記事をA0サイズに拡大した資料を黒板
中央に掲示する】

c1　へぇ～新聞記事か～（他にえっ～，何～など同時に同様のつぶやきが多数発せられる）
c2（少し間を置いて)昭和22年って書いてある。
c3 （すかさず）昭和22年？（語尾の抑揚？）（ふっるう～，えっ，何年前になるの，先生よく持っていた

ね･･･等々の発話とも，つぶやきともつかない反応が多数発せられる）

A【ひもとこう，日本国憲法の基本理念（４ｈ）】
① ｢われ判事の職にあり｣ とのであいを介して，最高法規としての日本国憲法に対する遵法精神について考える。
② 「あたらしい憲法のはなし」を読み，日本国憲法の基本理念である民主主義，国際平和主義，主権在民主義の要旨に

ついて話し合う。
③ いくつかの国内外の動きを事例情報として，日本国憲法の基本理念に対する「理想と現実」についての話し合いを通

して基本理念に対する現時点での各自の立場を表明する。

B「オキナワ 2010」から「理想と現実」について考えよう（１０ｈ）

Ｂ－１「オキナワ2010」（７ｈ）
① オキナワの人々の日常生活とアメリ

カとの関係に基づき現実を理解す
る。

② 戦後から現在までのオキナワの歩み
を示した歴史年表をもとに，3つの
基本理念と関係する出来事を見出し
ていく。

③ それぞれの出来事と基本理念との整
合について多様な視点から追究して
いく。

④ 現時点での ｢理想と現実｣ について
考えを明らかにするとともに自分の
立場を明らかにする。

Ｂ－２「社会の人々の反応は」（１ｈ）
① 「オキナワ2010」の追究活動を通

して明らかとなってきた基本理念の
「理想と現実｣ についてアンケート
調査をする。

② 現実社会の人々の考えと自分たちの
考えを照らし合わせていくことで多
様な価値観から見つめ直しを図る。

③ 現時点での ｢理想と現実｣ について
考えを明らかにするとともに自分の
立場を明らかにする。

Ｂ－３ ｢理想と現実を考える」（２ｈ）
① これまでの追究活動を通して明らか

となった ｢理想と現実｣ に対する各
自の考えをもとに話し合う。

② より蓋然性の高い考えにしていくた
めに専門家からのアドバイスを聞く
場を設定する。

③ 意見交流やアドバイスを通して獲得
した多様な価値観なども加味しなが
ら自分の立場を明確にしていく。

Ｃ「オキナワ 2010」レポートをまとめよう（４ｈ）
① 日本国憲法の基本理念に対する各自の考えを，｢オキナワ 2010｣ によって明らかとなった客観的な事実を盛り込みながらレ

ポートにまとめ討論会に臨む。
②討論会の反応を加味しながら本単元学習のふりかえりに自己内対話に基づき取り組む。

発話記録Ⅰ・Ⅱの場面で
使用した主教材。『われ判
事の職にあり』より。
単元展開上では，A①「ひ
もとこう，日本国憲法の
基本理念」，帰納的推論過
程においては，【①】事実
の獲得に対応する。

発話記録Ⅲの場面で使用
した主教材。沖縄県で市
販されている森永乳業製
の紙パック。
単元展開上では，B①「オ
キナワ2010」，帰納的推論
過程においては，【②】仮
説の帰納に対応する。
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c3（挙手して）写真の人が山口判事ですね。（多分そうじゃないかなの声が多数発せられる）
c4 （机上に常備している国語辞典を見ながら）判事，判事･･･はあっ裁判官の事か。（すかさず隣の児童

が覗き込む）
c5   裁判官って偉い人だよね（c4 そう，偉い人だよ，テレビでみたけど偉そうにしているよ）（いばっ

ているという事？の声があがる）（c4 そうじゃなくて，立派なっていう感じ）そういうことね･･･。
c2 　死の抗議ってあるけど，死んで何かに反対したってことなのかな。（c7 死んで抗議って書いてある

から何かとんでもないことがあったんじゃないのかな）（c8 決死の覚悟っていうよね）
－約20秒程の沈黙，じっと黒板を凝視している児童，何やらぶつぶつつぶやいている児童－

c6 　見出しに食料統制に抗議したと書いてありますけど，食料統制の意味は食べ物が関係していること
は予想つくので すが。（c5 ふ～ん裁判官って偉い人なのに食べ物の何に反対したのか）

c7 　ヤミ買いできずって書いてあるけど，何が買えなかったのかな（お金がなかったの？の声が多数発
せられる）（c8 でも偉い人なんだからお金は持っているんじゃないの？すかさず持っていると思うと
の声があがる）

c9 　c7さんのいうような何を買えなかったという意味ではなく，死んで抗議したっていうことから考え
ると，ここでの買えずとは買わなかったという意味じゃないのかな。（c15 不買運動みたいな）（c16 

そうそう，確か貿易の学習でてきたよね，わざと買わないみたいな）（c3 ということは何か理由があ
るはずだよね）

t2　ちょっと整理してみるね。今の段階でこの記事から分かることとは。
c10　山口さんという判事（裁判官！）が食料統制に死んで抗議した。
c11 　ヤミ買いができなかった（c12 あっ，今思ったんだけど食料ということは食べ物がそれが買えな

いのが原因で死んでしまった）。（c16 だから，買えない原因は何かなということが問題なんだよ）
c13 　でも，抗議って反対したんだから，自分で決めたんじゃないのかな。ヤミ買いできずって，自分

は買わないって。（c7 そうか，なるほど）（まだ決まったことじゃないよ）（ああ～何か分かんなくなっ
てきた）

c14　先生，言葉の意味調べをしたいのですが（すかさず，そう調べよう！との声が多数発せられる）
t3 　どの言葉の意味を調べたいですか。（ヤミ買い，食料統制との声が多数発せられる）その二つで良

いですか。
　 では，今から10分間調べタイムにします。（と同時に，教室においてある社会科事典，朝日年鑑，年

表資料，副教材の資料集などを調べる児童が2/3程度。残りはPCルームへ直行する。）

【およそ12分間の調べタイムが終了し話し合い活動が再開した場面から】
【発話記録Ⅱ】

t4　さあ，二つの言葉の意味は調べることができましたか。（多くの子どもがうなずく）
c17 （メモを見ながら）食糧管理法という法律が昭和17年にできました。戦争に負けても食糧不足だっ

たから食料が公平に行き渡るように配給制度，決まった量が配られる制度が続きました。c13 付け
足して，米穀配給通帳にきちんと記録するから不正ができなくなりました。c18 c13に付け足して，
米や麦が配給の対象となりました。

c7 　配給だと足りなくて，農家に行ってお米や野菜を買ったり物々交換していました。大きな荷物を背
負って満員の列車に乗る人達の写真が載っていました。これを買い出しといって，法律に違反するか
らヤミ買いというのだと思います。（賛成との声が多数発せられる）c19 前に甲子園球場が畑になっ
ていた写真があったでしょう。みんなお腹が空いていたんだと思います。c20 ホタルの墓でもお兄ちゃ
んがサツマイモ盗んで見つかる場面があったよね。c8 そうそう，あったあった。妹も栄養が足りなかっ
たんだよ。

c20 　食料統制とは国が米や麦を配給制にして自由に売り買いできないようにしたことだと思います。
c21 付け足して，だからヤミ買いといって法律をやぶる人が大勢いたんだと思います。c3 そう大勢
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いたと思う。c17 汽車が満員になるぐらいたくさんいたと思います。
t5　今話に出ているヤミ買いとは法律に違反していることなの。
c22 　国が決めたちゃんとした法律だからやぶると法律違反だと思います。（賛成！との声が多数発せら

れる）
c23 　法律違反だからたくさんの人が捕まって裁判にかけられたと書いてありました。（c4 裁判か･･･と

のつぶやき）
－再び10秒程の沈黙，各自が自分の調べてきたメモを見つめている－

c2 （とつぜん）あっ分かった！（何がとの声が多数発せられる）いいですか。山口判事（裁判官！との
反応多数）は裁判する人でしょう。その中にはヤミ買いで捕まった人がたくさんいたとすると，（あっ，
そうかとの声が多数発せられる。その声の方を向き直して）自分も悪いことしていたら裁判できない
と思うんだけど，（t どうして）なんかプライドみたいな感じがあって。(c25 分かるその気持ち）だ
から山口さんはヤミ買いしたお米を食べなかった。

c25 　山口さんはヤミ買いしないで抗議したけど死んでしまった。（c20 つまり自分の意思で食べなかっ
た）

c2 　そのぐらい法律を大切にしていた。c10 裁判官だし国が決めたものだから大切だと思う。(同様の声
が多数発せられる）c9 山口判事が裁判官として法を守ることは当然だと思います。ヤミ買いしない
と暮らしていけないのならその法律が悪い，でも法は守らなければならないことをアピールしたかっ
たと思います。c (賛成！法は守らなければならないということ！との声が多数発せられる。)

【発話記録Ⅰ】の分析①
・c1「へぇ～新聞記事か～」「えっ～，何～」などのつぶやきから，予想に反する教材（情報）とのであい

が一定の不協和を派生させていることが分かる。これは，日本国憲法についてのイメージと提示された１
枚の新聞記事との内容に関連を見いだせないという困惑に起因していると考えられる。つまり，言語や写
真などの情報によって媒介された間接的認識を働かせる心的情況ではないということである。

・c2「昭和22年」に反応してc3の「昭和22年？」「ふっるう～」との反応は，c3「人物の特定」へと繋がっ
ていくものである。次第に，視点を定めようとしているのである。これは，佐伯の言葉を借りると一途に
視点を設定しようとしている姿であり「包囲型の視点活動」32）といわれるものである。

・その視点活動がc4「判事･･･辞書による意味調べ」，c4c5「裁判官への意味づけ」へと，教材（情報）の構
成要素に着目し始めた。つまり問題の所在について考えようとしていることが分かる。ただし，ここでの
問題の所在とは，自分たちの日本国憲法のイメージと教材から誘発された情報との乖離という不協和情況
を低減するために，情報への解釈によって相互の関連を見いだそうとしている意味においてである。

・c2「死の抗議」c7「とんでもないことがあったのでは」c8「決死の覚悟」の発話は，c4c5によって意味づ
けられた判事（裁判官）の語義と死の抗議の語義との不協和を最大限に増加させたと考える。それが，約
20秒に渡る沈黙へと繋がったのである。ということは，子どもたちの困惑の中心が，「判事→死の抗議→
何が原因」ということである。それが，約20秒間の沈黙の要因なのである。

・ここでの特徴的な姿は，「ぶつぶつつぶやく」  姿である。例えば20秒間の沈黙後に発言した姿，c1の後に
つづく「つぶやきの姿」である。これは，発話Ⅱc4「裁判官か･･･」等でも見られる姿であるが，多くの
子どもたちにみられる「ぶつぶつつぶやく」姿は，「自己中心的ことば」33）の現れであると考えられる。
つまり，ここでのつぶやきに代表される言葉は，本来の言語的相互作用としてのコミュニケーション機能
としてではなく，自分自身の思考活動としての機能として，内言（思考の言葉）を発達させていく過渡期
における自己中心的言語としての機能を持つのである。したがって，この沈黙の時間は，思考するという
意味に於いて極めて重要な意味を持つのである。ややもすると，教師はこの沈黙に耐えられず（子どもの
思考が途絶えたと考える事が多いのであるが，経験的にいうと，子どもの思考が途絶えた場合，子どもた
ちは手遊びをしたり，ノートをめくったりするしぐさをとることが多く，このように，ぶつぶつとつぶや
いたりはしないものである）発話を促すために，いろいろな事（指名したり新しい資料を追加したり）を
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しがちであるが，この場における一番の足場かけ（scaffolding）は，沈黙の時間の確保なのである。
・それはc8のつぶやき後，自然発生した20秒間の沈黙は，日本国憲法に対する各自のイメージと，教材（情

報）との意味づけとの乖離によって発現した認知的不協和を低減させるための思考の場なのである。佐伯
の言葉を借りると，包囲型の視点活動が行われているのであり，「コビト」が対象の近くに派遣されて，
それに沿って移動しながら，対象のいろいろな面を見ようとする思考活動を行っているのである。

・c6「食料統制の意味の解釈に苦労する発話」に反応してc5「裁判官の立場に立脚して何に抗議したのか」
の「何に」反応したc7「ヤミ買い」の語義との関連から意味づけようとしている姿，c8「買えなかった理
由はお金とは関係がない」との解釈が繋がってくる。ようやく，相互作用的な話し合いに移行していく姿
から，約20秒における沈黙が個々の子どもたちにとって，文字情報（言葉）を介して意味づけを図ろうと
している，つまり「直接的認識」から「間接的認識」を働かせて思考活動に取り組んでいる姿と捉えている。

・c9「c7に絡みながら，買えずではなく買わなかった」という解釈を述べている。この発話によって，多く
の子どもたちは，既習学習における「不買運動＝わざと買わなかった→c3それなりの理由がある」という
解釈で理解しようとしている。語義が新たな意味づけを獲得しようとしている瞬間である。

・ここでt2「ちょっと整理してみるね。今の段階でこの記事から分かることとは」の発話が，子どもたちの
意味づけを整理するきっかけとなったことから，この発話は，足場かけ（scaffolding）としての機能は十
分に果たしていると捉えている。「整理してみるね」とは，個々の子どもたちの言葉の整理，つまり意味
づけの整理に他ならないのである。したがって，ここでの意味づけの整理は，板書という書きことばによ
る整理はなじまないのである。書かれた言葉は，教師によって語られる言葉として子どもたちに受け入れ
られるからである。

・c10の発話は新聞記事から誘発される情報を一つのできごととして整理したものである。この発話に触発
されてc11「食べ物が買えない」のが死因であると意味づけたが，多くの子どもたちはc16に見られるよう
に「買えない理由」つまり，「ヤミ買い」の意味について知りたいと思っている。これを受けてc13「抗議
は自分の意志で決める」という意味づけから「ヤミ買い」について解釈しようとしている。次第に子ども
たちは，意味づけの整理に必要な新たな認知要素が必要となったことを意味している。しかも切実な要求
としてである。それが，「ああ～何か分かんなくなってきた」という発話者を特定できない（c7周辺）発
話によって顕在化した。

・c14「意味調べの要求」である。「そう調べよう!」子どもたちは自らの意志で新たな認知要素を要求して
きたのである。t3の「どの言葉の意味」に対して「ヤミ買い，食料統制」という声がそれを物語っている。
この二つの言葉の意味がこれまでの問題（不協和の原因となっている意味づけ）を解決するとの内的欲求
つまり，この場面においては，教材（情報）から派生した認知的不協和が内発的な動機として発現したの
である。

【発話記録Ⅱ】の分析②
　約12分調べタイム終了後再び話し合いのスタートである。
・c17新たな認知要素として食糧管理法の説明である。「昭和17年→戦後も食糧不足→公平に行き渡る→配給

制度→決まった量」というキーワードで整理している。c13「米穀配給通帳→記録→不正ができない」c18

「食料とは主として米と麦」と語義についての説明がなされる。
・c7「配給だと足りないという，当時の暮らしぶり→買い出し→法律違反→ヤミ買」との説明がなされた。「賛

成」との声が多数発せられることからして，概ね同様の調べ活動がなされたことが伺える。つまり，発話
記録Ⅰに見られるように，個々に意味づけに差異がある生活的概念にたいして，共通の認知要素が示され
たことで，子どもたちも同じ視点から意味づけを図ることができるようになっていったのである。その結
果，モノローグな発話が主流であったものが，互いの発話に関わっていこうとするダイアローグな発話が
増えてきたのである。それは，c19にみられる既習内容によって内化されている「戦時中の逸話から空腹
であること」への解釈や，c20「火垂るの墓の逸話」にみられる通り，当時の生活について意味づけ同士
を関連づけて発現する姿からみとることができる。

・c20「食料統制→配給制→自由に売り買いできない」→c21「ヤミ買い→法律違反→大勢いた」。c17「汽車
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満員になるくらい大勢いた」と自分の考えをc3の発話を引用して意味づけしている。
・t5「今話に出ているヤミ買いとは法律に違反している行為なの」の意図としては，発話記録Ⅰ同様の意味

づけの整理である。この様なくりかえしによって，意味づけの整理という一連の思考パターンが手続き的
知識として定着していくのである。

c22「国が決めた法律→法律違反」c23「法律違反→捕まって裁判にかけられた」c4「裁判か･･･とのつぶや
き」このc4つぶやきは，自己中心的ことばが内言の発達に先行するという意味として，つまり，法律違反
→裁判→裁判官という語義が互いに結びつくことで死の抗議への意味づけがなされようとしている場なの
である。また，10秒程の沈黙は，まさに自己中心的ことばから内言に発達する過渡期にあり，言語的思考
による意味づけの段階である。そしてそれが，再び表現形態は外言として他者に向けて，ただし心理的機
能としては自分に向けてc2「（とつぜん）あっ分かった!」として発現されたのである。c2「いいですか。
山口判事（裁判官!との反応多数）は裁判する人でしょう。」でのc「裁判官!との反応」続いてのc「あっ，
そうかとの声が多数発せられる。」ことから，多くの子どもたちがc2の意味づけを理解しようとしており，
学びの文脈を共有している姿なのである。さらにc2「その中にはヤミ買いで捕まった人がたくさんいたと
すると自分も悪いことしていたら裁判できないと思うんだけど」t「どうして」c2「なんかプライドみた
いな感じがあって」c25「分かるその気持ち」c2  「だから山口さんはヤミ買いしたお米を食べなかった。」
c25「山口さんはヤミ買いしないで抗議したけど死んでしまった」c20「自分の意思で食べなかった」の発
話によって，他者の解釈（意味づけ）を自分の解釈（意味づけ），へと引き込んでいく（厳密にいうと納
得できる意味づけを借りてくることで自分の意味づけを拡張していく）ことで，共有する一つの問題意識
へと収斂していくのである。つまり，子どもたちの言葉によって語られた問題としてである。

・c2「そのぐらい法律を大切にしていた。」c10「裁判官だし国が決めたものだから大切だと思う。」c「同様
の声が多数発せられる。」ここから法律を守ることが大切であるとの認識が形成されていったことが分か
る。続いてのc9「山口判事が裁判官として法を守ることは当然だと思います。ヤミ買いしないと暮らして
いけないのならその法律が悪い，でも法は守らなければならないことをアピールしたかったと思います。」
c「賛成！法は守らなければならないということ!との声が多数発せられる」によって，具体的な事例によっ
て意味づけが拡張されたのである。

　この一連の展開によって，子どもたちは社会的言語で表現するならば「遵法精神」についての意味づけを
図ることができた。そこで次の教材（情報）を提示するのである。これによって本単元における素材として
の日本国憲法の内容に関する興味つまり単元を貫く連続する問題意識がわいてくるのである。

　次の発話記録Ⅲは，沖縄県で市販されている森永乳業製の紙パックを素材とした学習場面からの抜粋であ
る。単元展開上では，B①「オキナワ2010」，帰納的推論過程においては，【②】仮説の帰納に対応する場面
である。

【発話記録Ⅲ】

t1 　今日，みなさんに見てもらいたい資料はこれです。（A0に拡大した牛乳パックの資料を黒板中央に
掲示する）

c1　えっ！牛乳パック。（声の抑揚から？の意図，ほぼ同時に同様のつぶやきがあちこちからあがる）
c2　なんで･･･。（口がもぞもぞ，独り言のようなつぶやき。かすかに牛乳パック･･･）
c　全（多くの児童が同様の反応を示す。隣同士でつぶやきはじめたり周囲を見わたす）

－10秒程度の沈黙（その間じっと牛乳パックの資料を見入る）－
c3 　今日からオキナワの学習のはずだけど（c1・2ほぼ同時にそうそう，オキナワの話だよ）（これを受

けて相づちをする児童が多数見られる）

「みなさん，あたらしい憲法ができました。そうして昭和二十二年五月三日から，私たち日本国民は，この憲法を守ってゆく
ことになりました。この新しい憲法をこしらえるために，たくさんの人々がたいへん苦心なさいました。ところでみなさん
は，憲法というものはどんなものかごぞんじですか。じぶんの身にかかわりのないことのようにおもっている人はないでしょ
うか。もしそうならば，それは大きなまちがいです。」 「新しい憲法のはなし」より
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c4　よく見る牛乳パックみたいだけど。（ぶつぶつつぶやく･･･）（同様に隣同士でぶつぶつつぶやく）
c5　何かオキナワに関係あるかな（同意を求めるように周囲を見まわす･･･）
c5　あっ，この牛乳沖縄県産って書いてあるよ。          

c　全（本当だ，多くの児童が本当だ沖縄県産って書いてあるとの反応を示す）
c2　へえ～沖縄の牛乳パックか。
c6 　オキナワで牛乳とれるんだ。（c8 年中暖かい場所だけどとれるんだ）（c9 オキナワでステーキ食べ

たことがあります。神戸牛みたいなブランド牛で石垣牛って書いてありました）
c8　暑いの牛もたいへんだよ。（笑いが起こる。）
c4 　ふーん1リットルじゃ ･･･（途中で声が小さくなり，ぶつぶつつぶやく。同様にぶつぶつつぶやく

児童が多数）
c9　あれっ先生，これって本当に売っている牛乳パックなんですか。
t2 　どうしてそう思うのですか。これは先生がオキナワで手に入れたものですよ。(c2 森永って書いて

あるよ)

c9 　そこに946㎖って書いてありますが，ふつうは1リットルパックは1,000㎖じゃないですか。何かお
かしいと思います。（c11 あっ，本当だ1,000じゃない，中途はんぱな数字との声多数発せられる）

c10 　ふ～ん。946㎖に何かわけがありそう。（c5 オキナワの何かがありそう･･･。同様のつぶやきが多
数発せられる）

t3 　では，今からA4に印刷した資料を配るので，気づいた事や気になる事を書き出してみましょう。（A4

サイズに印刷した資料を配付する）c 全（ほぼ最初に946㎖を書き出す。その後パックの隅々まで眼
をやる）

【発話記録Ⅲ】の分析③
　この学習場面は，日本国憲法の基本理念である「民主主義」「国際平和主義」「主権在民主義」の要旨につ
いて「新しい憲法のはなし」を基に学習してきたことを受けて，「日本国憲法の理想と現実」について現実
社会の諸問題の事例として「オキナワの現状」をとりあげた場面である。敷衍すると，オキナワについて調
べ学習という名の下に網羅的に見出した事実で新聞をつくったり，新聞･テレビなどのマスコミから盲目的
に情報を集めたりすることはなじまない場面である。日本国憲法との関連でオキナワの現状を考えることで，

「理想と現実」について各自の考えを持つことが大切となる。したがって，個々人が抱く確たる問題意識が
重要となるのである。
・ まずt1「今日，みなさんに見てもらいたい資料はこれです」c1「えっ！牛乳パック。（声の抑揚から？の意図，

ほぼ同時に同様のつぶやきがあちこちからあがる）」が全てを語っている。子どもたちの学びの文脈にそ
ぐわない教材（情報）とのであいによる困惑（認知的不協和）の発現である。それでも，その困惑（認知
的不協和）を低減させようと一生懸命に牛乳パックに視点を定めようとしていることが，c2「なんで･･･。

（口がもぞもぞ，独り言の様なつぶやき。かすかに牛乳パック･･･」c「全（多くの児童が同様の反応を示す。
隣同士でつぶやきはじめたり周囲を見わたす）」姿からみとることができる。ここでのつぶやきに見られ
る自己中心的ことばの発現は，これまでの学びの文脈（認識として内化している）との整合性を見いだそ
うとしている思考に基づくものであると考える。

・ それは，「10秒程度の沈黙（その間じっと牛乳パックの資料を見入る）」後に発せられたc3「今日からオキ
ナワの学習のはずだけど」c1・2「ほぼ同時にそうそう，オキナワの話だよ」c「これを受けて相づちをす
る児童が多数見られる」ことからオキナワとの接点を見いだそうとしていることからみとることができる。
それはc4「よく見る牛乳パックみたいだけど。（ぶつぶつつぶやく･･･）」c「同様に隣同士でぶつぶつつぶ
やく」c5「何かオキナワと関係あるかな（同意を求めるように周囲を見まわす･･･）」まで繋がると共に，
多くの子どもたちも同様の困惑（認知的不協和）を感じていることをみとることができる。

・ そこに，c5「あっ，この牛乳沖縄県産って書いてあるよ」c「全（本当だ，多くの児童が本当だ沖縄県産っ
て書いてあるとの反応を示す）」。続いてc2「へえ～沖縄の牛乳パックか」との発言。この一連の発話にみ
られる「沖縄」というキーワードによって当初の困惑（認知的不協和）は低減されていくのである。  
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・ その結果，c6「オキナワで牛乳とれるんだ」c8「年中暖かい場所だけどとれるんだ」「c9オキナワでステー
キ食べたことがあります。神戸牛みたいなブランド牛で石垣牛って書いてありました」c8「暑いの牛もた
いへんだよ。（笑いが起こる）」などの沖縄に関する情報が続くが，笑いが起こるなどオキナワとの接点に
気づいた事への安堵感が伝わってくる。

・ 事態はここから急変する。c4「ふーん１リットルじゃ ･･･（途中で声が小さくなり，ぶつぶつつぶやく。
同様にぶつぶつつぶやく児童多数）」の新たな気づきが再び困惑（認知的不協和）を発現させたのである。
なぜ，牛乳パックの容量が１リットルではないのか。つまり日常生活を介して認識している牛乳パック（算
数の学習でも１リットルを認識させるために牛乳パックを活用する場合が多い）との差異に気づいたので
ある。

・ c9「あれっ先生，これって本当に売っている牛乳パックなんですか」という発話の意味としては，1リッ
トルじゃないこの牛乳パックは市販されているものではないのではと考えたのである。その文脈を受けて
c2「森永って書いてあるよ」。ここでの発話の意図は「森永って有名な会社だから本物だよ」という意味
が込められている。

　 この発言は，問題の所在を特定する方向性を定めることとなった。もし，この牛乳パックが沖縄の会社（例
えば宮平乳業）のパックであったら，子どもたちは容易に納得しないであろう。ここでは，メジャーであ
る森永の製品であることが重要なのである。それは，c9「そこに946㎖って書いてありますが，ふつうは
１リットルパックは1,000㎖じゃないですか。何かおかしいと思います。」の「ふつう」によく表れている。

・ そして，c11「あっ，本当だ1,000じゃない，中途はんぱな数字との声多数発せられる。」さらに，続くc10

「ふ～ん。946㎖に何かわけがありそう。（c5オキナワの何かがありそう･･･。同様のつぶやきが多数発せら
れる。）」の発話が問題の所在を顕在化している。それも子どものことばによって語られた問題の所在であ
る。

　 この結果，子どもたちは「946㎖のひみつ」という問題意識を共有することができた。その問題意識は「946

㎖がquarter gallonというアメリカの単位であることに気づいた瞬間」，子どもたちの視点は「オキナワの
生活とアメリカとの関係」へと拡張されていった。したがって，米軍基地問題の把握においても，沖縄で
生活している人々の願いや思い，加えて米軍基地で働いている人々の生活までもが追究の対象となって
いったのである。

まとめにかえて

　「子どもたちの言葉として語られた課題」の生成過程は，発話記録Ⅰ，Ⅱ，Ⅲにある通りである。子ども
たちは，教材（情報）との対話活動，子どもたち同士の対話活動，そして既知の認識との自己内対話を駆使
しながら，市川の言葉を借りれば「共振」が起きる対話的相互作用の場において，自分たちが語ってきた言
葉の意味づけをもってして共有する問題の本質を明らかにしていったのである。
　それは，同時に，教材（情報）から誘発される情報が重要な働きがあることを意味している。敷衍してい
うと，教授－学習においての教材（情報）」には，対話的相互作用を巻き起こすであろうと想定する情報（要
素）が内在していることが重要となる。それも，ある程度の困惑（認知的不協和）が発現することを想定し
た教材（情報）であり，可能であれば同一の教材（情報）の中に，子どもたちがその困惑（認知的不協和）
の低減に向けた情報収集が可能となるものが望ましいのである。ここで重要なことは，けっして教材（情報）
の量ではなく教材（情報）の質であり，いかに内発的な動機として子どもたちの思考の発現にかかわってい
くのかという意味においてである。敷衍すると，ヴィゴツキーのいうところの「環境の諸要素の衝突に基づ
く一定の障害」としての質の問題である。この一定の障害を解決すべく子どもたちは，環境とのかかわりの
場としての対話的相互作用の場，つまり思考場が生まれるのである。
　この様な思考場によって発現した問題は，教師の言葉によって語られた問題としてではなく，子どもの言
語的思考による言葉として語られた問題であり，言い換えれば，心理的道具や刺激として教材（情報）から
誘発された言葉によって語られた問題なのである。
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32）宮崎清孝　上野直樹著「視点」東京大学出版会1996  p.130

　佐伯によると包囲型視点活動とは，「視点を設定することは，自分の分身としての「コビト」を生み出し，
対象に派遣してみることである」とされている。    

33）ヴィゴツキー，柴田義松訳者代表（2002）『新児童心理学講義』新読書社p.227

　自己中心的ことばについて同書において，「自己中心的ことばは，心理学的には内言であるが，表現形態
としては外言である」「発生的観点からすれば，言葉の基本的発達段階の一般的順位性をワトソンが定式
化したように，「外言－ささやき－内言」，あるいは，いいかえれば，「外言－自己中心的ことば－内言」
とあらわすこととしたい」の知見にみられるように，現実的な思考の手助けとなる機能を有しているので
あるる。つまり，独話（ひとりごと）もその範疇なのである。
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